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平成１７年(行ケ)第１０４３２号 審決取消請求事件

平成１８年５月１１日口頭弁論終結

判 決

原 告 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社

訴訟代理人弁理士 佐 藤 辰 彦

同 鷺 健 志

同 加 賀 谷 剛

被 告 特許庁長官 中 嶋 誠

指 定 代 理 人 彦 田 克 文

同 井 関 守 三

同 立 川 功

同 大 場 義 則

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告

(1) 特許庁が不服２００３－１３３３５号事件について平成１７年３月１日に

した審決を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

２ 被告

主文と同旨

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，平成７年４月２７日に，発明の名称を「自動車用多重通信システム



- 2 -

の配線構造」とする特許出願（特願平７－１０３５０１号，以下「本件出願」

という。）をした。その後，原告は，本件出願に関して，平成１４年１２月１

０日発送の拒絶理由通知を受けたので，平成１５年２月４日付けで手続補正

（以下「本件補正」といい，この補正後の本件出願に係る明細書及び図面を

「本願明細書」という。）をしたところ，新たに同年３月１８日発送の拒絶理

由通知を受けたので，同年５月１９日付けで意見書を提出したが，同年６月９

日付けの拒絶査定を受けた。原告は，上記拒絶査定を不服として，同年７月１

１日に審判を請求し，特許庁は，この請求を不服２００３－１３３３５号事件

として審理した上，平成１７年３月１日，「本件審判の請求は成り立たな

い。」との審決をし，その謄本は，同年３月２２日，原告に送達された。

２ 特許請求の範囲（本件補正後の請求項１。以下，この発明を「本願発明」と

いう。）

「自動車内に配設される複数のコントロールユニットと，各コントロールユ

ニット間の多重通信を行うべく各コントロールユニットの回路部にコネクタ

を介して接続された通信用信号線と，各コントロールユニットの間で前記通

信用信号線の外周を被覆するシールド線とを備えた自動車用多重通信システ

ムの配線構造において，前記シールド線を前記コネクタと電気的に分離する

と共に，前記シールド線の両端を前記各コントロールユニットの外部で自動

車の車体導体部に直接的に接地したことを特徴とする自動車用多重通信シス

テムの配線構造。」

３ 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本願発明は，本件出願前に頒

布された刊行物である国際公開第９３／１１６２０号パンフレット（以下「引

用例１」という。甲４）に記載の発明（以下「引用発明」という。），Ｈｅｎ

ｒｙ Ｗ． Ｏｔｔ著，松井孚夫監訳「実践ノイズ逓減技法」ジャテック出版

（昭和５３年６月１５日）発行，８８頁～９３頁，１００頁～１０２頁（以下
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「引用例２」という。甲５）に記載された発明（以下「引用発明２」とい

う。），実願昭５９－１９８５４２号（実開昭６１－１１６０７８号）のマイ

クロフィルム（以下「引用例３」という。甲６）に記載された発明及び周知技

術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから，

特許法２９条２項の規定によって特許を受けることができないとしたものであ

る。

審決が，上記判断をするに当たり，本願発明と引用発明とを対比して認定し

た一致点及び相違点はそれぞれ次のとおりである。

（一致点）

「自動車内に配設される複数のコントロールユニットと，各コントロールユ

ニット間の多重通信を行うべく各コントロールユニットの回路部に接続され

た通信用信号線と，各コントロールユニットの間で前記通信用信号線をシー

ルドするシールド線とを備えた自動車用多重通信システムの配線構造」であ

る点。

（相違点）

(1) 本願発明においては，通信用信号線がコネクタを介して各コントロール

ユニットの回路部に接続されているのに対して，引用発明においては，通

信用信号線をコネクタを介して回路部に接続することは開示されていない

点（以下「相違点１」という。）。

(2) 本願発明に係る配線構造においては，シールド線は通信用信号線の外周

を被覆するものであり，シールド線をコネクタと電気的に分離すると共に，

シールド線の両端を各コントロールユニットの外部で自動車の車体導体部

に直接的に接地するという構成を備えているのに対して，引用発明におい

ては，シールド線は通信用信号線の外周を被覆するものであり，シールド

線をコネクタと電気的に分離すると共に，シールド線の両端を各コントロ

ールユニットの外部で自動車の車体導体部に直接的に接地するという配線
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構造については開示されていない点（以下「相違点２」という。）。

第３ 原告主張の取消事由の要点

審決は，本願発明と引用発明との相違点を看過し（取消事由１），相違点２

の判断を誤り（取消事由２），本願発明の作用効果についての判断を誤ったも

のであって（取消事由３），これらの誤りが審決の結論に影響することは明ら

かであるから，違法として取り消されるべきである。

１ 取消事由１（相違点の看過）

(1) 引用発明の認定の誤り

ア 引用例１（甲４）に記載された発明は，審決が引用発明として認定した

構成に加え，シールドの電位を制御することにより伝送モードを切り替え

制御するため，「シールドをその一端においてグラウンドを含む接続先に

選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成として有するか

ら，審決における引用発明の認定は誤りである。

イ 被告は，シールド線を制御線として用いるという目的が存在しない場合

には，「シールドをその一端においてグラウンドを含む接続先に選択的に

接続するための切り替え制御手段」を設ける必要性がない旨主張するが，

引用例１に記載された発明の目的を無視して，引用例１に記載された発明

の構成を恣意的に取捨選択し，引用発明を認定するのは誤りである。

(2) 相違点２の認定の誤り

上記(1)のとおり，引用発明は，シールドの電位を制御することにより伝送

モードを切り替え制御するため，「シールドをその一端においてグラウンド

を含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成と

して有するところ，本願明細書（甲２，３）の段落【００１８】及び図１の

記載によれば，本願発明の「前記シールド線の両端を前記各コントロールユ

ニットの外部で自動車の車体導体部に直接的に接地した」との構成における

「直接的に」とは，シールド線の両端が，引用発明における上記切り替え制
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御手段に相当する回路を介さずに，そのまま車体の導体部分に接続されるこ

とを意味するから，引用発明においては，シールド線の両端が直接的にグラ

ウンドに接続されているとは到底いえない。

そうすると，本願発明と引用発明とは，本願発明においては，シールド線

の両端が直接的に接地（グラウンドに定常的に接続）されているのに対して，

引用発明においては，シールド線の一端が切り替え制御手段を介してグラウ

ンドに選択的に接続されている点においても，相違するというべきである。

審決は，相違点２の認定において，上記相違点を看過したものであり，誤

りである。

２ 取消事由２（相違点２の判断の誤り）

(1) 引用発明の目的について

前記１(1)のとおり，引用発明は，シールドの電位を制御することにより伝

送モードを切り替え制御するため，「シールドをその一端においてグラウン

ドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成

として有する。

引用発明において，シールドを車体導体部に直接的に接地するという構成

に置換することは，シールドの電位を制御することにより伝送モードを切り

替え制御するという引用発明の目的に反するものであるから，たとえ引用発

明２が信号線の有効な遮蔽を目的とするものであっても，そのような構成を

あえて採用するという契機又は起因（動機付け）にはなり得ない。

(2) 技術水準について

ア 本件出願前，自動車用多重通信システムの技術分野においては，通信用

信号として，通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号が採用されていたと

ころであり（甲７～９），本件出願後も同様であり（甲１０～１１），自

動車用多重通信システムにおいて用いるデジタル信号の通信速度は，コス

ト等の問題に鑑み，１Ｍｂｐｓ以下で十分であると考えられていた。この
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通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号は，１ＭＨｚ以下の低周波信号

（アナログ信号）と同等視されるから，結局，通信用信号として１ＭＨｚ

以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信号を採用す

るというのが，本件出願当時の技術常識であった。（なお，甲１１には，

伝送路の距離が短い場合，ＬＡＮにおいて２Ｍｂｐｓ以下の伝送速度が用

いられることが開示されているが，２Ｍｂｐｓのデジタル信号は周波数１

ＭＨｚ以下のアナログ信号と同等視される。）

イ(ア) 引用例２には，信号線の遮蔽を有効に行うために，１ＭＨｚ以上の

高周波については，信号線の周囲を覆った遮蔽を両端で接地することが

一般的であるが，１ＭＨｚ以下の低周波については，雑音電流の発生を

回避するために信号線の周囲を覆った遮蔽を一端のみで接地すべきであ

るという内容の技術が開示されており，この点を認定しなかった審決は，

引用例２記載の発明について，その認定を誤ったものである。

上記のとおり，１ＭＨｚ以下の低周波については，雑音電流の発生を

回避するために信号線の周囲を覆った遮蔽を一端のみで接地すべきであ

ることは，本件出願当時，技術常識であった（引用例２，甲１１）。

また，本件出願当時，シールド線が１カ所で車体導体部に接地されて

いれば，コントロールユニット間の通信に対するノイズの影響が十分に

除去されると認識されていた（甲１２）。

(イ) 被告は，乙８（伊藤健一著「アースとケーブル」日刊工業新聞社

（１９９０年４月３０日）発行，１７５頁～１７８頁）に，シールド線

をどのような態様で接地するかは，個々のケースに応じ当業者が適宜選

択すべき事項であることが記載されている旨主張するが，シールド線の

接地態様が，個々のケースに応じて，当業者が適宜選択すべき事項であ

るというのであれば，当該「個々のケース」を無視して引用例２に記載

された技術を認定するべきではないし，そもそも，乙８には，シールド
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線の両端が，自動車の車体導体部のように電位が均一の共通の導体に接

地されることは記載されておらず，コントロールユニットの筐体のよう

に別個独立の導体に接地されることが示唆されているにすぎない。

被告は，また，乙２（実願昭６０－１３７２３０号（実開昭６２－４

４５４１号）のマイクロフィルム）の記載に照らせば，１ＭＨｚ以下の

低周波信号が通信用信号として採用されている場合にシールド線を両端

接地することが，必ずしも技術常識に反するものではない旨主張するが，

乙２の記載は，むしろ，１ＭＨｚ以下の低周波信号が通信用信号として

採用されている場合，ノイズが信号に重畳することを抑制するためには

シールド線を両端接地しない方が好ましいことを示唆している。

ウ 本願発明は，上記ア，イの技術常識に反する接地手法，すなわち，１Ｍ

Ｈｚ以下の低周波信号を伝送する場合に，シールド線の両端を接地すると

いう構成を採用したものであり，当業者が当該構成に想到することは困難

であったというべきである。

３ 取消事由３（作用効果の判断の誤り）

本願発明は，本願明細書（甲２，３）の段落【００２６】に記載されている

ように，外来ノイズがシールド線に作用しても，コネクタの部分やその近傍で

シールド線を介して通信用信号線に混入するのを防止することができるという

作用効果を奏する。

前記２(2)で指摘した事項に照らせば，本件出願当時，当業者は，自動車用多

重通信システムの通信用信号線の外周を覆うシールド線の両端を車体導体部に

直接接地した場合には，誘導電流の影響（ノイズ混入）を懸念したものという

べきであり，本願発明の上記作用効果を予測し得たとは到底いえない。

第４ 被告の反論の要点

審決の認定及び判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。

１ 取消事由１（相違点の看過）について
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(1) 引用発明の認定の誤りについて

審決が認定した引用発明は，引用例１に実施例として記載された発明その

ものではなく，引用例１の記載事項から当業者が把握することができる，ご

く基本的な自動車用多重伝送システムの構成である。

原告は，引用発明の構成として，「シールドをその一端においてグラウン

ドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」が必要不可欠

であると主張するが，当該手段は，引用例１（甲４）に記載された実施例に

おいて，シールド線を信号線路としても利用するという目的（５頁１９行～

２０行），及び，該シールド線上の電圧を複数の異なる値に切替可能とする

ことで各多重ノードに適切なバスの選択を行わせるという目的（８頁１０行

～１５行）を達成するための手段として，シールド線に接続された構成要素

であって，もしこのような目的が存在しない場合，つまり，ごく基本的な自

動車用多重伝送システムを構築すれば良い場合においては，「シールドをそ

の一端においてグラウンドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え

制御手段」を設ける必要性がないことは，当業者であればごく普通に理解す

ることができるものである。

このことは，例えば乙１（特開平５－１１０５７４号公報）に，信号伝送

線路２０ａ，２０ｂの周囲を覆っているシールド材３１が，引用例１の「制

御回路２３」に相当するような手段を介することなく，直接接地されている

ことが開示されているように，「シールドをその一端においてグラウンドを

含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を設けていないご

く基本的な自動車用伝送システムが本件出願当時周知な技術であったことに

照らしても，明らかである。

(2) 相違点２の認定の誤りについて

審決が，引用発明１を「シールドをその一端においてグラウンドを含む接

続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」が存在しない形で認定し
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たことに誤りはないことは，上記のとおりであるから，引用発明１が当該手

段を必須の構成要素として具備する発明であることを前提とする原告の主張

は，その前提において，誤りである。

２ 取消事由２（相違点２の判断の誤り）について

(1) 引用発明の目的について

前記１(1)のとおり，審決が引用発明を「シールドをその一端においてグラ

ウンドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」が存在し

ない形で認定したことに誤りはなく，引用発明は，シールドの電位を制御す

ることにより伝送モードを切り替え制御するという目的を有するものではな

い。したがって，このような引用発明に対し，引用例２におけるシールド線

の両端を直接的に接地するという技術を組み合わせても，引用発明の本来の

目的が放棄されることはない。

(2) 技術水準について

原告は，自動車用多重通信における通信速度が１Ｍｂｐｓ以下であること

が技術常識である旨主張するが，本件出願の特許請求の範囲には，信号の周

波数を限定する記載はなく，また，本願明細書には，本願発明で用いられる

信号の周波数に関する事項について何らの記載もない。また，１Ｍｂｐｓを

超える通信速度を採用することが技術的に不可能であることを示す証拠は挙

げられておらず，通信速度について特定のない本願発明において，通信速度

を１Ｍｂｐｓ以下と限定的に解釈しなければならない理由は存在しない。

また，乙８に，シールド線をどのような態様で接地するかは，個々のケー

スに応じ当業者が適宜選択すべき事項であることが記載されている。

そして，乙２には，音響信号が伝送される伝送装置において，シールド線

を両端接地した回路が記載されているところ，この「音響信号」は常識的に

みて１ＭＨｚより低い周波数帯域の信号であると認められるから，１ＭＨｚ

以下の低周波信号が通信用信号として採用されている場合にシールド線を両
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端接地することは，必ずしも技術常識に反するものではない。

したがって，本願発明が，技術常識に反して，１ＭＨｚ以下の低周波信号

を伝送する場合にシールド線の両端を接地するという構成を採用し，この点

において当業者が想到することが困難であったとする原告主張は，誤りであ

る。

３ 取消事由３（作用効果の判断の誤り）について

本願発明の作用効果は，引用発明，引用例２，３に記載された技術及び周

知技術（乙１～７）から，当業者であれば容易に予測できた程度のものであ

り，格別な作用効果であるとはいえない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（相違点の看過）について

(1) 引用発明の認定の誤りについて

原告は，引用発明は，審決が認定した構成に加え，シールドの電位を制御

することにより伝送モードを切り替え制御するため，「シールドをその一端

においてグラウンドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手

段」を必須の構成として有する旨主張するので，この点につき検討する。

引用例１（甲４）には，次の記載がある。

ア 「技術分野 本発明は３線以上の信号伝送線に接続された多重ノード

間で，データの伝送を行うための多重伝送システムに関し，特に多重伝

送システムにおける信号伝送線の故障に対する多重ノードの伝送線路故

障制御方法に関する。」（１頁３行～７行）

イ 「背景技術 この種の多重伝送システムには，ＬＡＮ（ローカルエリ

アネットワーク）の伝送システムがあり，このＬＡＮの代表的なものに

は，自動車用多重伝送システム等がある。この自動車用多重伝送システ

ムは，高い信頼性が要求されており，信号伝送線（以下，「バス線」と

いう。）の故障によって，データ伝送がまったくできなくなる事を防ぐ
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必要がある。」（１頁８行～１５行）

ウ 「この発明の目的は，故障検出ノードのバス線の選択制御のソフトウ

ェアの負荷を軽くし，バス線又は多重ノードの故障の発生から故障検出

ノードの選択制御が行われるまでの時間を短くする伝送線路故障制御方

法を提供することにある。この発明の他の目的は，故障検出ノードのコ

ンピューターがどの様な状態になっても，制御線の電位を選択する切り

替え手段が，同時にオンしない伝送線路故障制御方法を提供することに

ある。」（３頁１１行～１９行）

エ 「上記目的を達成するために，この発明の伝送線路故障制御方法では，

故障検出ノードが必要に応じて行われる各多重ノード間のデータ通信に

対して，送信異常や伝送システム上のノード数の減少等の通信異常を検

出した場合，故障検出ノードが現在のバス接続状態（伝送モード）を検

出して，これら両検出状態に基づいて信号伝送線の状態を変化させる電

位を送出する。」（３頁２０行～４頁２行）

オ 「以下，この発明の実施例を第１図乃至第７図の図面を参照して説明

する。第１図を参照すると，３つのバス線Ａ，Ｂ，Ｃには，並列に複数

の多重ノード１０，１１及び故障検出ノード１２が接続されており，各

ノード間でデータ信号の伝送を行っている。多重ノード１０，１１は，

バス線にデータ信号を送信する送信回路２０と，バス線間の電位差を検

知する受信回路２１と，上記バス線のうちの１つ，例えばバスＣを制御

線としてこの制御線Ｃの電圧を検出して通信制御回路２５等に知らせる

検出回路２２と，バス線Ａ，Ｂ，Ｃの端部に接続された終端抵抗回路２

４と，通信チップとＣＰＵとからなる通信制御回路２５とを備えてい

る。」（５頁４行～１６行）

カ 「なお，上記バス線には，不要輻射ノイズを抑えたり外来ノイズ防ぐ

ために，シールドされたケーブルを用いることが可能であり，その際に
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は，シールド線を制御線（バスＣ）として用い，バス線のコストを抑え

ることができる。」（５頁１６行～２０行）

キ 「故障検出ノード１２は，これら多重ノード１０，１１と同様の機能

を有する送信回路２０と，受信回路２１と，検出回路２２と，通信制御

回路２５とを備えるとともに，制御線Ｃの電圧を所定電位に切り替え制

御する制御回路２３を備えている。」（５頁末行～６頁４行）

ク 「第１図に示した多重伝送システムがこの発明に係る故障制御方法を

用いた場合の，バス線の故障の種類，通信異常を検出する際の異常の種

類（送信異常又はノード数減少異常），故障発生時のバスＣの電位，及

び制御後の伝送モードの関係は，表１に示すことができる。」（６頁５

行～９行）

ケ 「また，第２図は，本発明の制御線Ｃの電位を設定する切り替え制御

手段である制御回路２３の論理回路であり，表２は第２図に示した入力

信号（ＳＫ１・ＳＫ２）の状態と伝送モードとの関係を示す表である。

第２図を参照すると，信号ＳＫ１とＳＫ２（故障検出ノードのコンピュ

ータが出力している）は，論理ゲート回路Ｇ１（ＡＮＤゲート回路）と

Ｇ２（ＯＲゲート回路），Ｇ３（ＮＯＴゲート回路）を制御し，信号Ｋ

１及びＫ２を出力している。又，この出力信号Ｋ１及びＫ２は，切り替

え手段であるスイッチ１と２を制御している。スイッチ１は論理ゲート

回路Ｇ１の出力信号Ｋ１がハイ（Ｈｉｇｈ）論理でオンするようになっ

ており，スイッチ２は論理ゲート回路Ｇ２の出力信号Ｋ２がロー（Ｌｏ

ｗ）論理でオンするようになっている。すなわち，制御回路２３では，

スイッチ１，２を切り替え制御して，抵抗Ｒ１を介して制御線Ｃの電位

を，第３図に示すように，中間電位Ｖ１，電源電位Ｖ２，グランド電位

Ｖ３とすることで，各多重ノードがその電位を検出して，各伝送モード

に対応したバス線の選択が行えるようにしている。なお，第３図におい
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て，制御線Ｃの電位が中間電位Ｖ１の通常時には，伝送モードはモード

０で，バスＡとＢが選択され，電源電位Ｖ２のバスＡフィールド時には，

伝送モードはモード１で，バスＢとＣが選択され，グランド電位Ｖ３の

バスＢフィールド時には，伝送モードはモード２で，バスＡとＣが選択

される。」（７頁下から４行～９頁５行）

コ 「１．３線以上の共通の信号伝送線に複数の多重ノードが接続され，

前記各多重ノードの内の少なくとも１つの多重ノードが，前記各多重ノ

ードまたは前記各信号伝送線の異常を検出し，前記各信号伝送線のなか

の少なくとも１つの信号伝送線を制御線として，該制御線に電位を送出

し，各信号伝送線の状態を変化させるようにした伝送線路故障制御方法

において，該１つの多重ノードは，必要に応じて行われる各多重ノード

間のデータ通信に対して，通信異常を検出すると，現在使用中の各信号

伝送線の状態を検出し，これら通信異常と信号伝送線の検出状態に基づ

き，制御線の状態を変化させる電位を送出するようにした事を特徴とす

る伝送線路故障制御方法。」（１７頁２行～１４行）

サ 「７．前記信号伝送線は，シールドされたケーブルによって構成され

ることを特徴とする請求項１記載の伝送線路故障制御方法。」（１８頁

１８行～２０行）

引用例１の上記ア～エ，コ～サの各記載によれば，引用例１には，自動車

用多重伝送システム等における信号伝送線（バス線）の故障に対する多重ノ

ードの伝送線路故障制御手段に関して，故障検出ノードのバス線の選択制御

のソフトウェアの負荷を軽くし，バス線又は多重ノードの故障の発生から故

障検出ノードの選択制御が行われるまでの時間を短くする伝送線路故障制御

方法を提供すること，及び，故障検出ノードのコンピューターがどのような

状態になっても，制御線の電位を選択する切り替え手段が，同時にオンしな

い伝送線路故障制御方法を提供することを目的とする発明が記載されている
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ことが認められるが，バス線にシールドされたケーブルを用いることが必要

不可欠とされているものではない。

また，引用例１の上記オ，キ～ケの各記載，表１，及び第１図ないし第３

図によれば，引用例１に実施例として記載された発明において，故障検出ノ

ード１２は，制御線Ｃ（バスＣ）の電圧を所定電位に切り替え制御する制御

回路２３を備えていることが認められるが，引用例１の上記カ，サの各記載

によれば，バス線をシールドされたケーブルによって構成することが可能で

あり，その際，シールド線を制御線（バスＣ）として用いることによりコス

トを抑えることが可能であるとされているものの，制御線（バスＣ）として

シールド線を用いることが，必要不可欠であるとされているものではない。

そうすると，引用例１に記載された発明において，不要輻射ノイズを抑え

たり外来ノイズを防ぐために，バス線にシールドされたケーブルを用いる場

合であっても，シールド線を制御線とすることは必ずしも要求されているわ

けではないというべきである。

したがって，引用発明が，シールドの電位を制御することにより伝送モー

ドを切り替え制御するため，「シールドをその一端においてグラウンドを含

む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成として

有するということはできないというべきであり，原告の主張は採用の限りで

ない。

(2) 相違点２の認定の誤りについて

原告は，本願発明と引用発明とは，本願発明においては，シールド線の両

端が直接的に接地（グラウンドに定常的に接続）されているのに対して，引

用発明においては，シールド線の一端が切り替え制御手段を介してグラウン

ドに選択的に接続されている点においても相違するものであるにもかかわら

ず，審決は，相違点２の認定において，上記相違点を看過したものである旨

主張する。
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しかしながら，そもそも，審決は，相違点２として，引用発明において，

「シールド線の両端を……自動車の車体導体部に直接的に接地するという配

線構造については開示されていない点」を認定しており，原告主張の当否に

関わらず，本願発明と引用発明との相違点の看過があったということはでき

ない。

また，原告の上記主張は，引用発明が「シールドをその一端においてグラ

ウンドを含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の

構成として有することを前提とするものであるところ，引用発明はそのよう

な構成を必須とするものではない。このことは，上記(1)において説示したと

おりである。

(3) 以上のとおりであるから，原告主張の取消事由１は理由がない。

２ 取消事由２（相違点２の判断の誤り）について

(1) 引用発明の目的について

原告は，引用発明において，シールドを車体導体部に直接的に接地すると

いう構成に置換することは，シールドの電位を制御することにより伝送モー

ドを切り替え制御するという引用発明の目的に反する旨主張する。

原告の上記主張は，引用発明が「シールドをその一端においてグラウンド

を含む接続先に選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成と

して有することを前提とするものであるところ，引用発明はそのような構成

を必須とするものではないことは上記１(1)において説示したとおりであるか

ら，原告の主張は採用することができない。

(2) 技術水準について

ア 原告は，自動車用多重通信システムの通信用信号として１ＭＨｚ以下の

低周波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信号，換言すれば通

信速度が１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号を採用することが，本件出願当時

の技術常識であった旨主張する。
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(ア) 甲７（「内燃機関」２８巻１号，株式会社山海堂（昭和６４年１月

１日）発行，１３頁～２１頁）には，次の記載がある。

「クラスＣはセンサ信号を主としたＥＣＵ内の情報を複数のＥＣＵで共

有する高速のリアルタイム制御系である。このクラスは，通信スピード

も速く信頼性が要求されるため，実用化にはまだ時間がかかると思われ

る。また，マイコンと高速でインタフェースするハードウエアの開発が

必須である。」（１４頁右欄１２行～１７行）

「今後車載ネットワークはクラスＣ，すなわち，リアルタイム制御系に

適用されていくものと思われる。幾つかのＥＣＵ間で車速，エンジン回

転数，スロットル開度などの，高速でかつ信頼性の必要なデータを通信

することにより，新しい車両総合制御が可能となる。」（２１頁左欄１

９行～２３行）

表－２には，クラスＣにつき，対象として「高速リアルタイム制御」，

特徴として「高速伝送（約１Ｍｂｐｓ）」，適用例として「実用化例な

し（ボッシュ：ＣＡＮ）」との記載がある（１４頁，但し「クラス」と

の記載は「クラスＣ」の誤記と認める。）。

(イ) 甲８（「モーターファン」１９９１年７月号，株式会社三栄書房

（平成３年７月１日）発行，２３８頁～２４０頁）には，次の記載があ

る。

「このシステムは，ＣＡＮ－Ｂｕｓ（コントロール・エリア・ネット

ワーク Ｂｕｓ）と呼ばれ，たった１本のデジタル・データ・ラインを

通じ，多くの情報をデジタル信号化し，データ・テレグラムとして複数

のコントロール・ユニットどうしの間で情報交換を行うシステムである。

呼び方を変えれば，一般的にマルチプレックス・システムと呼ばれてい

るシステムであり，データ・テレグラムを直列に，すなわち，一つ一つ

の情報を予め割り振られたプライオリティーに従い，ある一定の間隔を
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おき，サイクリックに伝送していくシステムである。」（２３８頁右欄

２３行～２３９頁左欄５行）

「ＣＡＮ－Ｂｕｓのデジタル信号伝送速度は，５００Ｋｂｐｓで，自

動車用のマルチプレックス・システムとしては世界 高速である。」

（２３９頁右欄１６行～１８行）。

(ウ) 甲９（「自動車技術」４８巻８号，社団法人自動車技術会（１９９

４年８月１日）発行，１４頁～２１頁）には，次の記載がある。

「車両性能の向上や高機能化に対して，エレクトロニクスは大きな役

割を担っており，今後も電子機器が増加することが予測されている。そ

れに伴い，電子機器間をつなぐワイヤハーネスが肥大化し，電装システ

ムの成立が危ぶまれるケースも出始めている。こうした問題を解決する

ため，種々の方式の多重通信コントローラが開発，実用化されている。

図１に示すように 近では車内ＬＡＮ方式の開発が主流であり，高級車

や中級車を中心とした部分的な領域に実用化されている。しかし，将来

の車両のインテリジェント化や自動組付けに対応するためには，車両全

域に適用できる車内ＬＡＮの開発が課題となっている。また，価格の安

い大衆車にまで展開することも求められ，車内ＬＡＮの低コスト化も重

要になっている。」（１４頁左欄２行～右欄２行）

「Ａｄｖａｎｃｅｄ ＰＡＬＭＮＥＴは，非破壊調停型ＣＳＭＡ／Ｃ

Ｄ方式による分散制御型車内ＬＡＮであり，ＩＳＯの定義に従って，中

低速の１２５ｋｂｐｓ（ｂｉｔ／ｓ）以下と高速の１Ｍｂｐｓ以下を網

羅する通信方式である。」という記載がある（１５頁右欄２行～６行）。

(エ) 甲１０（「日経メカニカル」１９９６年８月５日号，日経ＢＰ社発

行，４７頁～５９頁）には，次の記載がある。

「クラスＡはパワーウィンドウやドアミラー，集中ドアロックなどの

制御信号を対象としており，応答時間が２０ｍｓ以上と も低速な仕様。
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……国内メーカーではクラスＡの利用が多い。伝送速度は５００～数十

ｋｂｐｓと低速から中速の分野に入るもの。……これに対し，海外メー

カーはより高速なシステムを実用化している。独メルセデス・ベンツ社

の「Ｓクラス」は，独ボッシュ社が推進したＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）と呼ぶバスを用い，５００ｋｂｐｓと高速

な伝送速度でエンジンの点火システム，燃料噴射システムなど９個のコ

ントロール・ユニットを結んでいる」（４８頁右欄１２行～４９頁左欄

１５行）

「国内メーカーが高速な用途に多重通信システムを採用していないの

は，コストが高いこととコントロールユニットの統合化が進んでいるた

め。伝送速度が速くなると，高い処理能力を持つマイコンや専用の通信

ＩＣが必要になりコストが上がる。また，国内メーカーではエンジン制

御とＡＴ制御のコントロールユニットが一体化されているなど，シリア

ル通信する必要がないことも一因だ。」（４９頁左欄１７行～２７行）

「ＣＡＮは現在，２０ｋ～１Ｍｂｐｓの範囲で仕様を選べる。」（５

１頁下右欄８行～９行）

(オ) 甲１１（宮崎誠一著「データ伝送技術実用ノウハウのすべて」ＣＱ

出版株式会社（１９９１年９月１０日）発行）には，次の記載がある。

「ＬＡＮの伝送速度の目安を，表１４．１に示します。」（２９９頁

２１行）

表１４．１には，伝送路が「ツイストペア線」であるＬＡＮの伝送速

度が「２０ｋビット／秒以下」，「５００ｋビット／秒以下」の場合は

「●」，「２Ｍビット／秒以下」の場合は「△：距離が短ければ可」，

「１０Ｍビット／秒以下」，「３０Ｍビット／秒以上」の場合は「×」

との記載がある（２９９頁）。

上記(ア)ないし(エ)に掲げた甲７～１０の各記載によれば，本件出願前
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後を通じて，自動車用多重通信システムの通信用信号としては，通信速度

が１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号を用いることが，一般的であったことが

認められる。

しかしながら，上記甲各号証の記載は，経済的理由により，現に商業的

に用いられた自動車用多重通信システムにおいて通信用信号の通信速度が

１Ｍｂｐｓを超えるデジタル信号が採用されていなかったことを示すにす

ぎず，これを採用することが，技術的に不可能又は著しく困難であったこ

とを示すものということはできない（なお，自動車用多重通信システムに

おいて用いるデジタル信号の通信速度は，コスト等の問題に鑑み，１Ｍｂ

ｐｓ以下で十分であると考えられていたことは，原告も認めるところであ

る。）。

ところで，前記(オ)に掲げた甲１１の記載によれば，車内ＬＡＮの信号

線がツイストペア線により構成されている場合には，採用され得るデジタ

ル信号の通信速度は，通常は５００ｋｂｐｓ以下，距離が短い場合でも２

Ｍｂｐｓ以下であったことがうかがわれるが，甲１２（「自動車規格ＪＡ

ＳＯ Ｄ ００６ ９５」社団法人自動車技術協会（平成７年３月３０

日）発行）の「伝送路 仕様書に定められた媒体を使用する。仕様書に定

められていない場合は，原則として，ＪＡＳＯ Ｄ ６１１に規定された，

呼び０．３の自動車用薄肉低圧電線で構成された，撚りピッチ１５～５０

ｍｍのツイストペア線を使用する。」（２頁下から６行～５行）との記載

が示唆するように，自動車用多重通信システムにおける信号線が，技術的

観点から，「ツイストペア線」でしかあり得ないということはできず，こ

れに反する証拠は本件記録中に見当たらない。

以上によれば，自動車用多重通信システムにおいて，通信用信号の通信

速度が１Ｍｂｐｓを超えるデジタル信号を採用することが，技術的に不可

能又は著しく困難であったとは認められないところ，本件出願の特許請求
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の範囲には，通信用信号が通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号あるい

は１ＭＨｚ以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信

号に限定されることを示す記載はないから，本願発明における通信用信号

が，通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号あるいは１ＭＨｚ以下の低周

波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信号に限定されないこと

は，明らかである（なお，本願明細書には，本願発明において使用される

通信用信号がいかなるものであるかについて説明する記載は見当たらな

い。）。

イ(ア) 原告は，審決における引用例２記載の技術の認定に誤りがあると主

張する。

確かに，引用例２（甲５）には，審決が記載事項として認定した「１

ＭＨｚ以上の高周波，あるいはケーブルの長さが波長の１／２０をこす

様な場合には，遮蔽はそれを接地電位に止めるために，二点以上の場所

で設置する必要がしばしば生ずる。しかし，高周波では他の問題も持上

がって来る，すなわち図３－２９に示す様に，浮遊容量でもって接地ル

ープが形成される傾向にあることである。これは遮蔽の非接地端での分

離状態を保つのが難しい，あるいは不可能だということである。従って

高周波ではケーブルの遮蔽を両端で接地するのが一般的方策であり，長

いケーブルでは１／１０波長毎に接地することが必要である。」との記

載（１００頁１６行～１０１頁３行）のみならず，「低周波で用いられ

るケーブルの遮蔽は，信号回路が一点接地ならばただ一点にて接地しな

くてはならない。もしも遮蔽を二点以上の多くの点で接地すると，雑音

電流が流れることになろう。遮蔽撚り線の場合には，遮蔽内電流が誘導

的に信号ケーブル内に等しからざる電圧を誘起せしめ，雑音の源となっ

たりする。また同軸ケーブルの場合には，図２－２０に示した様に遮蔽

内電流が遮蔽抵抗によるＩＲ降下を引起し雑音電圧を発生する。」（８
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８頁１３行～８９頁２行），「１ＭＨｚ以下の周波数では，遮蔽は通常

一端のみで接地すべきである。もしそうしないと先に説明した様に，大

きな電源周波電流が遮蔽内を流れ信号回路に雑音を誘起することにな

る。」（１００頁１２行～１４行）との記載がある。

引用例２の上記記載に照らせば，引用例２には，信号線の遮蔽を有効

に行うために，１ＭＨｚ以上の高周波については信号線の周囲を覆った

遮蔽を両端で接地することが一般的であるものの，１ＭＨｚ以下の低周

波については，雑音電流の発生を回避するために信号線の周囲を覆った

遮蔽を一端のみで接地すべきであるという内容の技術が開示されている

というべきである。

しかしながら，審決は，引用例２を従たる引用刊行物としているにす

ぎないから，上記の点を明示的に認定しなかったことをもって，直ちに

審決が違法となるものではない。そこで，この点が，相違点２の判断に

影響を及ぼすものであるか否かについて，さらに検討する。

(イ) 本願発明における通信用信号が，通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタ

ル信号あるいは１ＭＨｚ以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視さ

れるデジタル信号に限定されないことは，前記アで説示したとおりであ

る。

また，自動車用多重通信システムにおいて，通信用信号の通信速度が

１Ｍｂｐｓを超えるデジタル信号を採用することが技術的に不可能又は

著しく困難であったとは認められないことは前記アのとおりであるとこ

ろ，引用例１には，通信用信号が通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信

号あるいは１ＭＨｚ以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視される

デジタル信号に限定されることを示す記載は見当たらず，引用発明にお

ける通信用信号が，通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号あるいは１

ＭＨｚ以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信号
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に限定されるものではないことも，明らかである。

そうすると，引用例２の，信号線の遮蔽を有効に行うために，１ＭＨ

ｚ以上の高周波については信号線の周囲を覆った遮蔽を両端で接地する

ことが一般的であるとの教示に従い，引用発明において，シールド線の

端部両方を各コントロールユニットの外部で自動車の車体導体部に直接

的に接地することは，当業者であれば容易に為し得たことというべきで

ある。

そして，信号線の外周を被覆するシールド線が周知であり，信号線の

外周を被覆するシールド線を，信号線と回路部とを接続するコネクタと

電気的に分離するとともに，シールド線の端部を，前記回路部と接続す

るコネクタが存在する場所と異なる場所に接地することも周知であり，

自動車内の電気配線において，シールド線を車体に電気的に接続するこ

と，つまり接地することも周知であることは，原告も争わないところで

ある。

したがって，引用発明において，シールド線は通信用信号線の外周を

被覆するものとし，そのシールド線をコネクタと電気的に分離するとと

もに，そのシールド線の端部両方を各コントロールユニットの外部で自

動車の車体導体部に直接的に接地することは，当業者であれば容易に為

し得たことである旨の審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由２

は理由がないというべきである。

３ 取消事由３（作用効果の判断の誤り）について

原告は，外来ノイズがシールド線に作用しても，コネクタの部分やその近傍

でシールド線を介して通信用信号線に混入するのを防止することができるとい

う本願発明の作用効果は，当業者が予測し得たものではない旨主張し，本件出

願当時，当業者は，自動車用多重通信システムの通信用信号線の外周を覆うシ

ールド線の両端を車体導体部に直接接地した場合には，誘導電流の影響（ノイ
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ズ混入）を懸念したという。

かかる原告の主張は，１ＭＨｚ以下の低周波については，雑音電流の発生を

回避するために信号線の周囲を覆った遮蔽を一端のみで接地すべきものと考え

られていたということを根拠とするものであるが，すでに説示したとおり，本

願発明における通信用信号は，通信速度１Ｍｂｐｓ以下のデジタル信号あるい

は１ＭＨｚ以下の低周波信号（アナログ信号）と同等視されるデジタル信号に

限定されないから，仮に原告主張のとおりであったとしても，本願発明の全範

囲について，誘導電流の影響（ノイズ混入）が懸念されるというものでないこ

とは明らかであり，また，前記２(2)イ(ア)のとおり，引用例２には，信号線の

遮蔽を有効に行うために，１ＭＨｚ以上の高周波については信号線の周囲を覆

った遮蔽を両端で接地することが一般的であることが記載されているから，外

来ノイズがシールド線を介して通信用信号線に混入するのを防止するという本

願発明の作用効果も，少なくとも１ＭＨｚ以上の高周波ないしこれと同等視さ

れる信号が用いられる範囲については，当業者であれば容易に予測することが

できたものというべきである。

そうすると，本願発明の構成によってもたらされる効果を引用例１～３に記

載された発明及び周知技術から当業者ならば容易に予測することができる程度

のものとした審決の判断に誤りがあるとはいえず，原告主張の取消事由３は理

由がない。

４ 結論

以上によれば，原告主張の取消事由は理由がなく，その他，審決に，これを

取り消すべき誤りがあるとは認められない。

よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文

のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部
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三 村 量 一裁 判 長 裁 判 官

古 閑 裕 二裁 判 官

嶋 末 和 秀裁 判 官


